
四街道市介護保険居宅介護サービス費等の額の特例等に関する取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号、以下「法」という。）第５

０条並びに介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号、以下「省令」とい

う。）第８３条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例、法第６０条並びに省令

第９７条による介護予防サービス費等の額の特例及び四街道市介護予防・日常生活支援

総合事業の実施に関する規則（令和６年規則第１９号。以下「実施規則」という。）第

１０条の規定による第１号事業支給費の額の特例（以下「減免」という。）の取扱いに

関し、四街道市介護保険条例施行規則（平成１２年規則第２２号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法、省令、実施規則、規則において使用する用

語の例による。 

 （対象者） 

第３条 減免の対象者は、要介護被保険者、要支援被保険者及び事業対象者（以下「要介

護被保険者等」という。）とする。 

（減免の該当要件等） 

第４条 減免は、次の各号のいずれかに該当する要介護被保険者等について適用する。 

 ⑴ 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者（以下「主たる

生計維持者」という。）の所有する住宅、家財等が災害により半焼、半壊又はこれら

に類する損害以上の損害を受けたとき。 

⑵ 要介護被保険者等の主たる生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な

障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該事由の生じた日以後１年間の

主たる生計維持者の収入の見込額が減免に係る収入減少事由の生じた日以前の収入と

して把握できる直近１年間の収入の２分の１以下に減少し、かつ、当該世帯の収入の

合計額が別に定める基準額以下になったとき。 

⑶ 要介護被保険者等の主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業におけ

る著しい損失、失業等により著しく減少したことにより、当該事由の生じた日以後１年

間の主たる生計維持者の収入の見込額が減免に係る収入減少事由の生じた日以前の収

入として把握できる直近１年間の収入の２分の１以下に減少し、かつ、当該世帯の収入

の合計額が別に定める基準額以下になったとき。 

⑷ 要介護被保険者等の主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作

物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したことにより、当該事由の

生じた日以後１年間の主たる生計維持者の収入の見込額が減免に係る収入減少事由の

生じた日以前の収入として把握できる直近１年間の収入の２分の１以下に減少し、か



つ、当該世帯の収入の合計額が別に定める基準額以下になったとき。 

２ 要介護被保険者等は、前項第１号に該当することにより減免の申請をしようとする場

合は、規則第１６条第１項で定める申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書

類を添付し、市長に提出しなければならない。 

３ 要介護被保険者等は、第１項第２号から第４号までのいずれかに該当することにより

減免の申請をしようとする場合は、規則第１６条第１項で定める申請書に、介護保険居

宅介護サービス費等の額の特例等に関する収入見込額計算書（様式第１号）及び減免を

受けようとする理由を証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

（減免割合） 

第５条 前条第１項第１号に該当する要介護被保険者等については、別表第１に定める減

免割合とし、前条第１項第２号から第４号までのいずれかに該当する要介護被保険者等

については、別表第２に定める減免割合とする。 

（減免適用期間） 

第６条 第４条第１項第１号から第４号までのいずれかに該当する要介護被保険者等に係

る減免適用期間は、第４条第２項及び第３項による申請のあった日の属する月から次の

各号に定める月のうち、いずれか先に到来する月までとする。 

(1) 当該申請のあった日の属する年度の最後の月 

(2) 災害を受けた日又は減免に係る収入減少事由の生じた日から１年後の日の属する

月の前月 

２ 前項の規定にかかわらず、当該年度の途中において前項に定める事由に該当しないこ

ととなった場合の減免適用期間は、当該該当しないこととなった前日の属する月までと

する。 

３ 市長は、第１項の規定にかかわらず、申請が遅れたことについてやむをえない理由が

あると認める場合には、減免に該当する事由の生じた日の属する月を限度として、遡っ

て減免を適用することができる。 

（減免の再申請） 

第７条 第４条第１項第１号から第４号までのいずれかに該当する要介護被保険者等は、

第６条第１項第１号に定める月の末日の到来により減免適用期間が終了した場合におい

て、同項第２号に定める月の末日が到来していない場合は、再び申請を行うことができ

る。 

（災害救助法又は被災者生活再建支援法の適用による国の通知に基づく一定の要件に該

当する場合） 

第８条 減免に関して、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）又は被災者生活再建支援

法（平成１０年法律第６６号）の適用による国の通知に基づく一定の要件に該当する場合

は、第２条から前条までの規定にかかわらず、減免の認定基準や期間を定め、決定するこ

ととする。 



（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、減免の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年１２月９日から施行し、改正後の四街道市介護保険利用者負担額の

減免に関する取扱要綱の規定は、令和元年９月９日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年５月３１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１ 

損害程度   

前年中 

の合計所得金額 

全壊 半焼、半壊以上 

５００万円以下であるとき １００％ ８０％ 

７５０万円以下であるとき ５０％ ４０％ 

１，０００万円以下であるとき ３０％ ２０％ 

 

別表第２ 

主たる生計維持者の前年中の合計所得金額  

２５０万円以下であるとき １００％ 

５００万円以下であるとき ５０％ 

 


